
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
（
お
知
ら
せ
・
募
集
・
催
し
・
講
座
・
ス
ポ
ー
ツ
）

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
（
お
知
ら
せ
・
募
集
・
催
し
・
講
座
・
ス
ポ
ー
ツ
）

 

お
知
ら
せ

秋
の
交
通
安
全
県
民
総
ぐ
る
み
運
動 

９
月
21
日
（
水
）
～
30
日
（
金
）

　
『
高
め
よ
う
！
と
ち
ぎ
の
交
通
マ

ナ
ー
「
マ
ナ
ー
ア
ッ
プ
！
あ
な
た
が

主
役
で
す
」』
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
、

交
通
安
全
意
識
の
浸
透
や
交
通
事
故

防
止
の
徹
底
を
図
り
ま
す
。
あ
ら
た

め
て
交
通
ル
ー
ル
の
遵
守
と
交
通
マ

ナ
ー
の
実
践
に
つ
い
て
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

問 

交
通
防
犯
課　

  

☎
（21）
２
１
５
１

敬
老
祝
金
を
支
給
し
ま
す

　
長
年
に
わ
た
り
社
会
に
貢
献
し
て

き
た
高
齢
者
の
長
寿
を
、
市
民
の
皆

さ
ん
と
共
に
お
祝
い
し
ま
す
。

対
象
と
支
給
金
額　

　
９
月
１
日
時
点
で
、
栃
木
市
に
引

続
き
１
年
以
上
住
所
を
有
す
る
方

で
、
令
和
４
年
４
月
１
日
～
令
和
５

年
３
月
31
日
に
、
次
の
誕
生
日
を
迎

え
る
方

85
歳
（
昭
和
12
年
４
月
１
日
～
昭
和

13
年
３
月
31
日
生
ま
れ
）１
万
円（
口

座
振
込
）

１
０
０
歳
（
大
正
11
年
４
月
１
日

～
大
正
12
年
３
月
31
日
生
ま
れ
）　

10
万
円
（
在
宅
訪
問
）

１
０
１
歳
以
上
（
大
正
11
年
３
月
31

日
以
前
生
ま
れ
）　

敬
老
記
念
品
を

送
付

支
給
期
間　
９
月
か
ら
随
時

※
85
歳
の
対
象
者
に
９
月
中
に
「
口

座
振
込
申
請
書
」
を
お
送
り
い
た
し

ま
す
。必
要
事
項
を
ご
記
入
の
う
え
、

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。（
振
込
み
は

10
月
以
降
）

問 

高
齢
介
護
課　

  

☎
（21）
２
２
４
１

「
敬
老
の
日
」
に
住
宅
用
火
災
警

報
器
を
！

　

住
宅
火
災
に
お

け
る
死
者
の
う

ち
、
約
７
割
が
65

歳
以
上
の
高
齢

者
と
な
っ
て
い
ま

す
。
高
齢
化
の
進

展
と
と
も
に
、
高
齢
者
の
住
宅
火
災

に
お
け
る
死
者
の
増
加
が
懸
念
さ
れ

て
い
ま
す
。

逃
げ
遅
れ
を
防
ぐ
た
め
に　

　
住
宅
火
災
で
死
者
が
発
生
す
る
要

因
と
し
て
、
出
火
の
発
見
が
遅
れ
、

気
づ
い
た
時
は
火
煙
が
回
り
、
既
に

逃
げ
道
が
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
事

例
が
多
く
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
火

災
の
発
生
に
い
ち
早
く
気
づ
き
、
逃

げ
遅
れ
に
よ
る
死
亡
を
防
ぐ
た
め
、

栃
木
市
火
災
予
防
条
例
に
よ
り
寝
室

等
に
「
住
宅
用
火
災
警
報
器
」
を
設

置
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い

ま
す
。

　
「
住
宅
用
火
災
警
報
器
」
の
電
池

の
寿
命
は
約
10
年
と
さ
れ
て
お
り
、

ま
た
、故
障
す
る
場
合
も
あ
る
た
め
、

年
２
回
程
度
の
定
期
的
な
点
検
が
必

要
と
な
り
ま
す
。

　
ぜ
ひ
こ
の
機
会
に
高
齢
者
の
家
に

設
置
さ
れ
て
い
る
「
住
宅
用
火
災
警

報
器
」
を
、
高
齢
者
の
代
わ
り
に

点
検・交
換
を
し
て
あ
げ
ま
し
ょ
う
。

ま
た
、
設
置
さ
れ
て
い
な
い
お
宅
が

あ
り
ま
し
た
ら
、
至
急
設
置
を
お
願

い
し
ま
す
。

設
置
場
所　
①
寝
室　
②
寝
室
の
あ

る
階
の
階
段
部
分

警
報
器
の
種
類　
煙
式
の
も
の　
台

所
に
設
置
す
る
場
合
は
熱
式
の
も
の

購
入
先　
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
や
家
電

量
販
店
等

作
動
確
認　
警
報
器
の
点
検
ボ
タ
ン

を
押
す
か
点
検
ひ
も
を
引
き
ま
す

※
正
常
な
場
合
、
正
常
を
知
ら
せ
る

音
声
や
警
報
音
が
鳴
り
ま
す
。

問 
市
消
防
本
部
予
防
課

　
☎

（22）
０
０
７
２

令
和
４
年
度
は
後
期
高
齢
者
医
療
被

保
険
者
証
が
２
回
更
新
さ
れ
ま
す

　
10
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
窓
口

負
担
割
合
の
見
直
し
に
伴
い
、
令
和

４
年
度
は
、
被
保
険
者
全
員
を
対
象

に
、
新
し
い
保
険
証
が
７
月
と
９
月

の
２
回
更
新
さ
れ
ま
す
。
９
月
に
有

効
期
限
が
10
月
１
日
か
ら
来
年
７
月

31
日
ま
で
の
被
保
険
者
証
を
送
付
し

ま
す
。
色
は
藤
色
に
戻
り
ま
す
。

　

窓
口
負
担
割
合
の
見
直
し
に
伴

い
、
一
定
以
上
の
所
得
の
あ
る
方

（
75
歳
以
上
の
方
等
）
の
負
担
割
合

が
変
更
に
な
り
ま
す
。

　
『
限
度
額
適
用
認
定
証
』『
限
度
額

適
用・標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
』は
、

同
封
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
７
月
に
送

付
し
た
も
の
を
お
使
い
く
だ
さ
い
。

　
現
在
お
使
い
の
黄
色
の
保
険
証
の

有
効
期
限
は
９
月
30
日
で
す
。
10
月
１

日
以
降
、
ご
自
分
で
破
棄
す
る
か
、
保

険
年
金
課
へ
返
却
を
お
願
い
し
ま
す
。

問 

保
険
年
金
課　

  

☎
（21）
２
１
３
７

障
害
基
礎
年
金
に
つ
い
て

　
病
気
や
ケ
ガ
で
障
が
い
が
残
っ
た

と
き
、
障
害
基
礎
年
金
が
支
給
さ
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

対
象  

障
が
い
の
原
因
と
な
っ
た
病

気
や
ケ
ガ
の『
初
診
日
が
65
歳
未
満
』

の
方
が
、
一
定
の
障
が
い
の
状
態
に

な
っ
た
と
き
に
支
給
さ
れ
ま
す
。
た

だ
し
、
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
し
て

い
る
方
は
、
障
害
基
礎
年
金
の
請
求

が
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

年
金
額
（
年
額
） 

１
級  

９
７
２
，
２
５
０
円

２
級  

７
７
７
，
８
０
０
円

※
障
害
者
手
帳
の
等
級
と
は
異
な
り
ま
す
。

年
金
受
給
要
件  

初
診
日
の
あ
る
月

の
前
々
月
ま
で
の
被
保
険
者
期
間
の

う
ち
、保
険
料
の
未
納
が
３
分
の
１

以
上
あ
る
場
合
は
、障
害
基
礎
年
金

の
請
求
は
で
き
ま
せ
ん
。た
だ
し
、
初

診
日
が
令
和
８
年
３
月
31
日
ま
で
に

あ
る
と
き
は
、初
診
日
の
あ
る
月
の

前
々
月
ま
で
の
１
年
間
に
未
納
が
な

け
れ
ば
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

必
ず
事
前
に
ご
相
談
を  

初
診
日
と

通
院
歴
を
お
調
べ
の
う
え
、
基
礎
年
金

番
号
が
わ
か
る
も
の
ま
た
は
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。
初

診
日
が
第
３
号
被
保
険
者
期
間
中
ま
た

は
厚
生
年
金
期
間
中
の
場
合
の
相
談
先

は
、
年
金
事
務
所
に
な
り
ま
す
。

場
所　
栃
木
年
金
事
務
所
（
城
内
町

１
丁
目
）、
保
険
年
金
課
（
市
役
所

本
庁
舎
２
階
）、
各
総
合
支
所
地
域

づ
く
り
推
進
課

問 

栃
木
年
金
事
務
所

☎
（22）
４
１
３
１

保
険
年
金
課　
　
　
☎
（21）
２
１
３
４

み
ず
ほ
銀
行
に
お
け
る
公
金
窓
口

納
付
の
取
扱
い
が
終
了
し
ま
す

　
み
ず
ほ
銀
行
で
の
市
税
、使
用
料
、

上
下
水
道
料
金
そ
の
他
公
金
に
係
る

納
付
書
に
よ
る
窓
口
納
付
の
取
扱
い

は
、
９
月
30
日
を
も
っ
て
終
了
し
ま

す
。
お
手
持
ち
の
納
入
通
知
書
等
に

指
定
の
納
付
場
所
と
し
て
掲
載
さ
れ

て
い
る
場
合
で
も
、
10
月
１
日
以
降

窓
口
で
市
税
等
公
金
を
納
付
さ
れ
る

場
合
は
、
別
途
手
数
料
が
か
か
り
ま

す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

な
お
、
口
座
振
替
（
自
動
払
込
）
に

よ
る
納
付
は
、
引
き
続
き
ご
利
用
い

た
だ
け
ま
す
。

市
税
等
公
金
窓
口
納
付
に
ご
利
用
い

た
だ
け
る
金
融
機
関

足
利
銀
行
／
群
馬
銀
行
／
栃
木
銀
行

／
栃
木
信
用
金
庫
／
足
利
小
山
信
用

金
庫
／
佐
野
信
用
金
庫
／
鹿
沼
相
互

信
用
金
庫
／
下
野
農
業
協
同
組
合
／

上
都
賀
農
業
協
同
組
合
／
中
央
労
働

金
庫
／
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
ま
た
は
郵
便

局
（
指
定
の
納
付
書
に
限
る
）

問 

財
政
課　
　
　

  

☎
（21）
２
３
２
１

会
計
課　

           

☎
（21）
２
１
１
４

９
月
10
日
は
「
下
水
道
の
日
」　

下
水
道
利
用
の
お
願
い

　

よ
り
衛
生
的
で
快
適
な
生
活
や
、

河
川
等
の
水
環
境
の
保
全
の
た
め

に
、
公
共
下
水
道
や
農
業
集
落
排
水

が
使
え
る
区
域
に
お
住
ま
い
の
方

に
、
速
や
か
な
下
水
道
へ
の
接
続
を

お
願
い
し
て
い
ま
す
。接
続
工
事
は
、

市
に
登
録
さ
れ
た
下
水
道
排
水
設
備

指
定
工
事
店
へ
ご
依
頼
く
だ
さ
い
。

な
お
、
市
で
は
接
続
工
事
に
要
す
る

資
金
の
融
資
あ
っ
せ
ん（
利
子
補
給
）

を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
詳
し
く
は
下

水
道
建
設
課
ま
で
。

使
用
人
数
変
更
の
際
は
ご
連
絡
を

　
公
共
下
水
道
お
よ
び
西
方
地
域
で

農
業
集
落
排
水
を
ご
利
用
で
、
井
戸

水
を
使
用
し
て
い
る
世
帯
、
ま
た
は

大
平
地
域
・
藤
岡
地
域
で
農
業
集
落

排
水
を
使
用
し
て
い
る
世
帯
は
、
使

用
人
数
に
よ
り
使
用
料
が
変
わ
り
ま

す
。
使
用
人
数
が
変
更
に
な
っ
た
と

き
は
、
上
下
水
道
料
金
お
客
様
セ
ン

タ
ー
へ
。

問 

下
水
道
の
接
続

下
水
道
建
設
課　
　
☎

（25）
２
１
１
１

下
水
道
の
料
金

上
下
水
道
料
金
お
客
様
セ
ン
タ
ー

☎
（25）
２
１
０
０

８
月
26
日
～
９
月
１
日
は
全
国
一

斉
「
子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番
」

強
化
週
間

　
子
ど
も
を
め
ぐ
る
様
々
な
人
権
問

題
に
積
極
的
に
取
り
組
む
た
め
、
強

化
週
間
と
し
て
、
法
務
局
職
員
ま
た

は
人
権
擁
護
委
員
が
、
子
ど
も
に
対

す
る
い
じ
め
、い
や
が
ら
せ
、強
制・

強
要
、
暴
行
・
虐
待
等
様
々
な
相
談

に
つ
い
て
、
時
間
を
拡
大
し
て
電
話

で
対
応
し
ま
す
。
相
談
は
秘
密
厳
守

と
な
り
ま
す
の
で
、
安
心
し
て
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

時
間　

８
時
30
分
～
19
時

（
土
・
日
は
、
10
時
～
17
時
）

実
施
機
関　

宇
都
宮
地
方
法
務
局　

栃
木
県
人
権
擁
護
委
員
連
合
会

☎
０
１
２
０-

０
０
７-

１
１
０（
フ

リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
）

問 

人
権
・
男
女
共
同
参
画
課　

☎
（21）
２
１
６
１

８
月
30
日
～
９
月
５
日
は
建
築
物

防
災
週
間

　
建
築
物
の
維
持
保
全
を
適
正
に
実

施
す
る
こ
と
は
、
思
わ
ぬ
事
故
を
防

ぎ
、
地
震
や
火
災
等
の
災
害
時
の
被

害
を
軽
減
し
、
建
築
物
の
寿
命
を
長

持
ち
さ
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま

す
。
こ
の
機
会
に
建
築
物
等
の
安
全

確
認
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

火
事
の
時
、
安
全
に
避
難
で
き
ま
す
か
？

　

廊
下
、階
段
、バ
ル
コ
ニ
ー
等
に

物
を
置
い
た
り
、防
火
シ
ャ
ッ
タ
ー

の
下
や
防
火
戸
の
ま
わ
り
に
物
を
置

い
た
り
す
る
と
、火
災
が
発
生
し
た

と
き
に
防
火
戸
が
閉
ま
ら
な
か
っ
た

り
、避
難
が
出
来
な
く
な
る
な
ど
、
被

害
を
大
き
く
す
る
原
因
と
な
り
ま
す
。

建
物
の
外
壁
は
安
全
で
す
か
？

　
外
壁
は
、
年
数
が
経
過
す
る
と
劣

化
し
、
ひ
び
割
れ
や
腐
食
等
が
発
生

し
ま
す
。
そ
の
ま
ま
放
置
す
る
と
外

壁
材
の
落
下
に
よ
り
思
わ
ぬ
事
故
が

発
生
し
、
社
会
的
な
責
任
も
問
わ
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
日
頃
か
ら
点

検
し
、異
常
が
認
め
ら
れ
た
と
き
は
早

急
に
補
修
・
改
修
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

建
築
設
備
は
安
全
で
す
か
？

　
換
気
設
備
、
排
煙
設
備
、
非
常
用

照
明
、
給
排
水
設
備
等
の
事
故
防
止

の
た
め
、
日
頃
の
点
検
と
定
期
的
な

検
査
を
実
施
し
ま
し
ょ
う
。

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
、
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー

等
の
昇
降
機
は
安
全
で
す
か
？

 
昇
降
機
等
の
日
常
の
維
持
保
全
を

怠
る
と
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
中
に
閉

じ
込
め
ら
れ
る
な
ど
の
思
わ
ぬ
事
故

が
発
生
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
日

常
の
点
検
と
定
期
検
査
を
実
施
す
る

こ
と
が
大
切
で
す
。

※
市
で
は
昭
和
56
年
５
月
以
前
に
建

て
ら
れ
た
木
造
住
宅
の
耐
震
診
断
・

耐
震
改
修
等
に
対
す
る
助
成
事
業
も

行
っ
て
お
り
ま
す
。
詳
し
く
は
問
合

先
へ
。

問 

建
築
指
導
課　

  

☎
（21）
２
４
４
１

人
権
意
識
調
査
を
実
施
し
ま
す

　
栃
木
市
で
は
、
人
権
施
策
推
進
プ

ラ
ン
を
策
定
し
、
一
人
ひ
と
り
の
人

権
が
尊
重
さ
れ
る
社
会
の
実
現
を
目

指
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
施
策
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。
人
権
施
策
推
進
プ

ラ
ン
を
改
訂
す
る
に
あ
た
り
、
よ
り

実
情
に
沿
っ
た
も
の
と
す
る
た
め
、

市
内
に
お
住
い
の
18
歳
以
上
の
方
の

内
２
，
４
０
０
人
を
対
象
に
「
人
権

問
題
に
関
す
る
市
民
意
識
調
査
」
を

実
施
い
た
し
ま
す
。

　
調
査
票
が
お
手
元
に
届
い
た
方
に

つ
き
ま
し
て
は
、
同
封
の
返
信
用
封

筒
に
て
回
答
を
ご
返
送
い
た
だ
く

か
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
も
回
答
で
き
ま

す
の
で
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問 

人
権
・
男
女
共
同
参
画
課

☎
（21）
２
１
６
１
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